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子ども向け広告に関する保護者ヒアリング調査 

 

１ ヒアリング調査の概要 

（１）目的 

子どもを持つ保護者が、子ども向け広告ついてどのように感じている

か、広告主、広告作成者等に対しどのような点について配慮してもらい

たいと考えているか等について把握することにより、我が国における子

ども向け広告の在り方について考える一助とする。 

 

（２）調査対象 

４歳から18歳までの子どもを持つ４名の母親。子どもの人数はそれぞ

れ１名～４名。 

 

（３）調査方法 

消費者委員会事務局から、上記（２）の４名の母親に対してヒアリン

グによる調査を行った。 

 

（４）ヒアリング実施日 

平成29年１月27日（金） 

 

（５）ヒアリング項目 

① 子どもが触れる機会が多い媒体 

② 子どもの媒体の利用（視聴）方法 

③ 子ども向け広告が原因のトラブルや困ったこと 

④ 子どもが興味・関心を示している広告 

⑤ 子ども向け広告について問題と感じていること 

⑥ 広告制作サイド（広告主、広告制作者、放送局、プロバイダー等）

に配慮してほしい点 

⑦ その他の意見 
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２ ヒアリング結果 

（１）子どもが触れる機会が多い媒体 

・ 子どもが触れる機会が多い媒体は、テレビ及びインターネット端末

（パソコン、スマートフォン、タブレット）であり、ラジオ、新聞、

雑誌等は少ない（ただし、テレビを置いていない家庭も有り。）。 

・ 子どもの年齢が上がると、子ども専用のスマートフォンを買い与え

ているが、中学生以下の子どもには親のスマートフォンやタブレット

を使わせている。 

 

（２）子どもの媒体の利用（視聴）方法 

・ テレビの子ども向け番組は、子どもだけで視聴させること多いが、

それ以外の番組は親と一緒に見ることが多い。 

・ インターネットについては、親は子どもがどのようなサイトを見て

いるのか分からないため、子どもがインターネット端末を利用する場

合は、できるだけ親も一緒に見るようしている。 

・ 新聞、雑誌等は自由に見せている。 

 

（３）子ども向け広告が原因のトラブルや困ったこと 

・ ゲームやお菓子（添加物が多く使われているもの）、ファストフード

など、親が子どもに頻繁には与えたくないと思っている商品の広告は、

目にする機会が多かったり、子どもに人気のキャラクター等を使って

上手く宣伝しており、その影響で子どもに購入をしつこくねだられて

困ったことがある。 

・ 大人なら宣伝のためにオーバーに表現していると理解できる広告で

あっても、子ども（特に低年齢）はそれが本当のことであると容易に

信じてしまう。 

・ 広告を見た子どもが意味も分からないまま、繰り返し真似をするの

で困る。 

・ 広告を見て、子どもがねだることについては、あきらめているとい

うこともあるのだが、余り問題であるとは捉えていない。成長するに

つれ、子どもの興味・関心の対象は変わっていくし、ねだられること

も少なくなってくる。 

 

  



3 
 

（４）子どもが興味・関心を示している広告 

・ 友達の間で流行っているおもちゃやカードゲーム等の広告には、や

はり興味がある。 

・ ゲームソフトよりも無料のスマホゲームへの関心が高く、ゲームを

するために親のスマートフォンを貸してほしいと言われる。 

・ クリスマス時期はおもちゃやゲームソフトなどの広告が増えるので、

子どもも、その時期には興味・関心が高まる。 

・ 動画サイトに投稿されている動画の中には、商品の宣伝ではないか

と思うような内容もあり、子どもがその動画の中で扱っているお菓子

などを欲しがることがある。 

・ 子ども向け広告でなくても、親が興味を持っているものに関する広

告については、子どもも興味を持つ。 

 

（５）子ども向け広告について問題と感じていること 

・ インターネットでサイトを閲覧しているときに、意図せずに広告が

表示されることがあるが、その内容が子どもに見せたくない内容（性

的や暴力的な表現等が含まれるもの等）であることがある。 

・ 一部の動画サイトでは、投稿されている動画を見ようとすると強制

的に広告も見せられてしまう。 

・ 子どもでもその商品を持っているのが当たり前というような内容の

広告がされているが、「当たり前」と言って煽るのは如何なものか。家

庭の方針で買わないとしているものであっても、持っていないと仲間

外れにされるなどの悪影響もある。 

・ 子ども向けのアニメ番組や特撮物の番組は、番組自体がおもちゃを

売るためのCMになっているように思えるので、このような番組は止め

てほしい。 

 

（６）広告制作サイド（広告主、広告制作者、放送局、プロバイダー等）に

配慮してほしい点 

・ 子ども向け広告に限らず、商品の都合のいい点のみを伝えたり、子

どもが容易に信じてしまうような過大な表現は使わないようにしてほ

しい。 

・ 子どもにも人気のあるアイドルやお笑い芸人とか、かわいい動物な

どを起用している消費者金融のCMを見ると、子どもが消費者金融を身

近に感じ、借金をすることを軽く考えるようになるのではないか心配

である。 
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・ 大人でも番組とCMの区別が付きにくいことがある。画面に「これは

CMです。」というような表示がでるが、文字が小さくて分かりにくい。 

・ 外国のように、CMを番組の前後にまとめて放送することができるの

であれば、親としては助かる。しかし、子ども向けの番組が連続して

放送される場合、一つの番組が終わったらテレビを消し、次の番組が

始まるのに合わせて、再度テレビを点けるというのでは難しいのでは

ないか。 

・ 週刊誌の電車の中吊り広告には、女性を抑圧する（見下す）ような

表現が用いられていることがあるのが気になる。 

 

（７）その他の意見 

・ 子どもは、成長するにつれて判断力を身に付けていく。小学生も低

学年の頃は広告の内容を鵜呑みにしてしまうが、高学年では、少し考

えさせると理解する場合もある。中学生にもなれば、広告の内容をほ

ぼ判断できるようになる。 

・ 広告が全て悪いものだとは思わない。例えば、消費者金融の広告を

見た子どもからそれらについて質問を受けることで、親子で話し合っ

たり、子どもを教育するためのきっかけになることもある。 

・ CMがなければ、民間放送局が成り立たないのも事実であるので、CM

がなくなればいいとは思わない。また、子どもをCMから完全に遠ざけ

て、いわゆる「無菌状態」に置くことは、子どもが成長し、大人にな

ったときのことを考えると、一概に善いとも思えない。むしろ、子ど

もを賢い消費者に育てなければならないという気持ちでいる。 

・ インターネット広告については、テレビと違って子どもが何を見て

いるのか親には分かりにくく、また、そもそも親よりも子どもの方が

インターネットに関する知識が豊富であるため、親としては不安の方

が大きい。 

・ テレビも録画したものは飛ばす機能を使用して見せている。そのた

め、今はテレビのCMよりもインターネットのCMの方が影響が大きいと

思う。 

・ インタ-ネットの広告について、子どもが見られないようにする機能

（フィルタリング）があるようだが、設定のやり方が良く分からない。
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１ 不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）（抜粋) 

 

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号の

いずれかに該当する表示をしてはならない。 

 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、

実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業

者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係

るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認め

られるもの 

 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事

業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に

係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認され

る表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について

一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認め

て内閣総理大臣が指定するもの 

 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の

規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若

しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれら

の実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、

当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、

することができる。 

 一 当該違反行為をした事業者 

 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併

により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法

人 

 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分

割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部

を譲り受けた事業者 
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２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五

条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該

表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な

根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業

者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示

は同号に該当する表示とみなす。 
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２ 特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号）（抜粋） 

 

（誇大広告等の禁止） 

第十二条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しく

は指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該

商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権

利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項（第十五条の

二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。）その

他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は

実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させる

ような表示をしてはならない。 

 

（合理的な根拠を示す資料の提出） 

第十二条の二 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断する

ため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は役務提供事業

者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役

務提供事業者が当該資料を提出しないときは、第十四条第一項及び第十五条

第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当す

るものとみなす。 

 

（指示） 

第十四条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、

第十二条の三（第五項を除く。）若しくは前条第一項の規定に違反し、又は

次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者

又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、

その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示

することができる。 

 一～三 （略） 

 

（誇大広告等の禁止） 

第三十六条 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する

一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖

販売業に係る商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）の

性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しく

は役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特
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定利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示

をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を

誤認させるような表示をしてはならない。 

 

（合理的な根拠を示す資料の提出） 

第三十六条の二 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断す

るため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般

連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠

を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、

当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三

十八条第一項から第三項まで及び第三十九条第一項の適用については、当該

表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。 

 

（指示） 

第三十八条 主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三

項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三（第五項を除

く。）若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は

勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三

十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三（第五項を除く。）の規定に違

反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販

売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認

めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示すること

ができる。 

 一～四 （略） 

２ 主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しく

は第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三（第五項を除く。）若

しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において

連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあ

ると認めるときは、その勧誘者に対し、必要な措置をとるべきことを指示す

ることができる。 

３ 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から

第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三（第五項を除く。）

若しくは前条の規定に違反し、又は第一項各号に掲げる行為をした場合にお

いて連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれ

があると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、必要な措置をとるべ

きことを指示することができる。 
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４ 主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第

一項又は同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項まで

の規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相

手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子

メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することが

できる。 

 

（連鎖販売取引の停止等） 

第三十九条 主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三

項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三（第五項を除

く。）若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる

行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三

項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三（第五

項を除く。）の規定に違反し若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲

げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方

の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規

定による指示に従わないときは、その統括者に対し、一年以内の期間を限り、

当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行

わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止

すべきことを命ずることができる。 

２ 主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しく

は第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三（第五項を除く。）若

しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をし

た場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著し

く害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条第二項の規定によ

る指示に従わないときは、その勧誘者に対し、一年以内の期間を限り、当該

連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその

行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができ

る。 

３ 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から

第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三（第五項を除く。）

若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為を

した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著

しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販売業者が同条第三

項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、一年

以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行う
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ことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべき

ことを命ずることができる。 

４ 主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第

一項若しくは同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項

までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の

相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取

引電子メール広告受託事業者が前条第四項の規定による指示に従わないとき

は、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を

限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべ

きことを命ずることができる。 

５ 主務大臣は、第一項から第三項までの規定による命令をしたときは、その

旨を公表しなければならない。 

６ 主務大臣は、第四項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなけ

ればならない。 

 

（誇大広告等の禁止） 

第四十三条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合

の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売

条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他

の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実

際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるよ

うな表示をしてはならない。 

 

（合理的な根拠を示す資料の提出） 

第四十三条の二 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断す

るため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者又は販売

業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又

は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条及び第四十七条

第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当す

るものとみなす。 

 

（指示） 

第四十六条 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十

三条、第四十四条若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした

場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定継続的役務提
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供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者又は特定権利販売契約を

締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者（以下この章にお

いて「特定継続的役務提供受領者等」という。）の利益が害されるおそれが

あると認めるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、必要な措置

をとるべきことを指示することができる。 

 一～三 （略） 

 

（業務の停止等） 

第四十七条 主務大臣は、役務提供事業者又は販売業者が第四十二条、第四十

三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反し若しくは前条各号に掲

げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正及び特定

継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、

又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条の規定による指示に従わないと

きは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、一年以内の期間を限り、特

定継続的役務提供に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずるこ

とができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなけれ

ばならない。 

 

（誇大広告等の禁止） 

第五十四条 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る

業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取

引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主

務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際の

ものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような

表示をしてはならない。 

 

（合理的な根拠を示す資料の提出） 

第五十四条の二 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断す

るため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘引販売業を行

う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売

業を行う者が当該資料を提出しないときは、第五十六条第一項及び第五十七

条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当

するものとみなす。 
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（指示） 

第五十六条 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第

五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三（第五項を除く。）若

しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務

提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害され

るおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、

必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

 一～四 （略） 

２ （略） 

 

（業務提供誘引販売取引の停止等） 

第五十七条 主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第

五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三（第五項を除く。）若

しくは第五十五条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をし

た場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相

手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引

販売業を行う者が同項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘

引販売業を行う者に対し、一年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業

に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずること

ができる。 

２ （略） 

３ 主務大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなけ

ればならない。 

４ （略） 
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３ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関

する法律（平成20年法律第79号）（抜粋） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳に満たない者をいう。 

２ （略） 

３ この法律において「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公

衆の閲覧（視聴を含む。以下同じ。）に供されている情報であって青少年の

健全な成長を著しく阻害するものをいう。 

４ 前項の青少年有害情報を例示すると、次のとおりである。 

 一 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲

介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報 

 二 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ

又は刺激する情報 

 三 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情

報 

５～８ （略） 

９ この法律において「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」とは、

インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基

づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限

するためのプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得る

ことができるように組み合わされたものをいう。）をいう。 

10 この法律において「青少年有害情報フィルタリングサービス」とは、イン

ターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき

選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限する

ための役務又は青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによって青少年

有害情報の閲覧を制限するために必要な情報を当該青少年有害情報フィルタ

リングソフトウェアを作動させる者に対してインターネットにより継続的に

提供する役務をいう。 

11・12 （略） 

 

（基本理念） 

第三条 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため

の施策は、青少年自らが、主体的に情報通信機器を使い、インターネットに

おいて流通する情報を適切に取捨選択して利用するとともに、適切にインタ

ーネットによる情報発信を行う能力（以下「インターネットを適切に活用す
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る能力」という。）を習得することを旨として行われなければならない。 

２ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する

施策の推進は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及

び利用の普及、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者によ

る青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置等により、

青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をでき

るだけ少なくすることを旨として行われなければならない。 

３ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する

施策の推進は、自由な表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様な

表現活動を行うことができるインターネットの特性に配慮し、民間における

自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを

尊重することを旨として行われなければならない。 

 

（携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリ

ングサービスの提供義務） 

第十七条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インター

ネット接続役務を提供する契約の相手方又は携帯電話端末若しくはＰＨＳ端

末の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報フィルタリングサービ

スの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければ

ならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリング

サービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでない。 

２ 携帯電話端末又はＰＨＳ端末をその保護する青少年に使用させるために携

帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約を締結しようとする保護

者は、当該契約の締結に当たり、携帯電話インターネット接続役務提供事業

者に対しその旨を申し出なければならない。 

 

（インターネット接続役務提供事業者の義務） 

第十八条 インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の

提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィルタリングソフ

トウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供しなければなら

ない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場

合として政令で定める場合は、この限りでない。 

 

（インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務） 

第十九条 インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により

使用されるもの（携帯電話端末及びＰＨＳ端末を除く。）を製造する事業者
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は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込むことその他の方

法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フ

ィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、当該機器を販

売しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼ

す影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。 

 

（青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務） 

第二十条 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び

青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、青少年有害情

報であって閲覧が制限されないものをできるだけ少なくするとともに、次に

掲げる事項に配慮して青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し、

又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供するよう努めなければな

らない。 

 一 閲覧の制限を行う情報を、青少年の発達段階及び利用者の選択に応じ、

きめ細かく設定できるようにすること。 

 二 閲覧の制限を行う必要がない情報について閲覧の制限が行われることを

できるだけ少なくすること。 

２ 前項に定めるもののほか、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを

開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業

者は、その開発する青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又はその提

供する青少年有害情報フィルタリングサービスについて、その性能及び利便

性の向上に努めなければならない。 

 




